
開催日時 平成３１年４月１２日（金）
場所 (株)熊本県自動車会館 ４階 第１・２会議室

新車新規OSS導入勉強会



ユーザー
営業

スタッフ

車庫代行
センター
（行政書士）

販売店業
務課

登録代行
センター

所轄警
察署

運輸支局

登録（印鑑証明・委任状等）書類の流れ

車庫申請書類の流れ

現状の振り返り



ユーザー

警察署

県税事務所

運輸支局

販社

①依頼
・印鑑証明書
・委任状
・保管場所地図等

②自販連に依頼
・印鑑証明書
・委任状

自販連
⑥ ・車検証

⑤ ・車検証

④ ・出頭

保管場所標章の警察署への出頭

登録情報処理機関
（ＡＩＲＡＣ）

⑦ ・車検証
保管場所標章等

現状申請のフロー

③メーカーや販社から完検証・譲渡証・
自賠責証を登録情報処理機関に送信



ユーザー

警察署

警察署

県税事務所

運輸支局

販社

①依頼
・印鑑証明書
・委任状
・保管場所地図等

②自販連に依頼
・印鑑証明書
・委任状
・保管場所地図等

自販連
⑥ ・車検証
・保管場所標章等

⑤ ・車検証
・保管場所標章等

④ ・出頭
・電子申請
・電子納付

自販連は、申請時に印鑑証明書
等の提出が必要であるため、車検
証の受領とあわせて２回の出頭が
必要

自販連による電子申請並びに保
管場所標章の警察本部一括受領
のため、警察署への出頭は不要

OSSでまとめて
申請

警察署Ａ

県警本部

警察署Ｂ

警察署Ｃ

登録情報処理機関
（ＡＩＲＡＣ） ③メーカーや販社から完検

証・譲渡証・自賠責証を登
録情報処理機関に送信

⑦ ・車検証
保管場所標章等

新車新規登録のＯＳＳフロー

http://iconhoihoi.oops.jp/item/2012/02/147-building-yellow.html
http://iconhoihoi.oops.jp/item/2012/02/147-building-yellow.html
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ＯＳＳ申請の流れ
支局 支局県警 支局 県税

手数料等を支払うと次
のステータスへ進むシ
ステムとなっています。

※万が一、車体番号の
相違や所有者の変更
がある場合は、最初か
ら申請をやりなおす必
要があります。



おおよその登録スケジュール



新車新規で申請可能なのは、型式指定車のみ

型式指定車であってもOSS申請ができないもの

・身障者等
・官公庁
・事前に窓口で車庫証明書を取られている場合
・自賠責保険がｅ-jibaiで発行できない場合
・軽自動車 など

Ｏ
Ｓ
Ｓ
申
請
が
で
き
る
も
の
と
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な
い
も
の

新車新規OSS申請は型式指定車のみ



新車新規のＯＳＳ申請では、車の振当て前であっても申請することが可能なため、各案件を
識別する情報として、「車両特定番号」を採番するルールになっている。この番号を利用して
申請することで、先に保管場所審査の現地調査まで進めておくことが可能。
なお、振当てが決まっている車両においては、「車台番号」を使って申請もできるが、その
時でも車両特定番号は必須。

「車両特定番号」は、２３桁の英数字から構成され、頭からの８桁については、「販売店
コード」とされており、既に各メーカーから付与されている。残りの１５桁は注文書番号や
オーダー番号などの任意の番号などを採番。

車両特定番号の構成
（英数字２３桁）

Ｄ１２１２３４５ １２３４５６７８９１２３４５６

「販売店コード」（個社ＩＤ）は英
数字８桁で固定。
ＡＩＲＡＣに登録されているコー
ドと同じ。

任意の番号。
（注文書番号、オーダー番号
など）
英数字１５字以内で採番

車両特定番号



申請時の必要書類

※ 新車新規ＯＳＳに於いては登録に必要な書類と車庫申請に必要
な書類をまとめて登録代行センターへ送付して下さい。

営業スタッフ

・所有者印鑑証明

・所有者委任状

・使用者所在証明

・使用者委任状

・保管場所申請必要書類

（保管場所申請書は不要）

上記書類を業務課へ送付

会員業務課

・登録依頼書（ＯＳＳと記入）

・車庫申請費用引き落とし依頼書

・業務連絡表（所有者・使用者の電
話番号、車両特定番号）

・左記書類一式

上記書類と営業スタッフから送付の
書類をまとめ、登録代行センターへ。

・最終譲渡証・自賠責保険加入証明
書情報を登録情報処理機関（ＡＩＲＡ
Ｃ）へ通知



送付書類① 登録依頼書について

ＯＳＳ

〇月○日

1 左上に「ＯＳＳ」と記載

2 登録予定日を記載



送付書類② 業務連絡票記載について

の部分は紙申請時にも記入していただ
いている項目です。ＯＳＳでも同様に記載をお願
い致します。

の部分が新しく記入頂く箇所になります。

①所有者・使用者の電話番号を記入下さい。

②車両特定番号を記入下さい。

いずれも記入必須項目となります。

①

②



送付書類③ 車庫申請費用引き落とし依頼書

新規登録依頼書とは別に車庫申請諸
費用の引き落とし依頼書送付をお願
い致します。

販売店名、担当者名、件数、合計金
額を記載の上、新車新規登録依頼書
と合わせて送付をお願い致します。



◆保管場所申請に必要な書類

1.自動車保管場所証明申請書（不要）

2.保管場所標章交付申請書（不要）

5.保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書)／保管場所使用承諾書

3.保管場所の所在図

4.保管場所の配置図

6.使用の本拠の位置が確認できるもの

OSSでは代行センターにて作成

OSSでは代行センターにて作成

OSS申請する際は、書類を画像データ化して申請 ------------代行センター業務
申請者の住所(使用の本拠)から保管場所住所を示すための図面

OSS申請する際は、書類を画像データ化して申請 ------------代行センター業務
車両を保管する場所(高さ・幅・駐車場番号など)を示す図面

OSS申請する際は、書類を画像データ化して申請 ------------代行センター業務
申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合・・・・(自認書)
他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合・・・・保管場所使用承諾書等

OSS申請する際は、書類を画像データ化して申請 ------------代行センター業務
主に事業所・営業所などの申請の場合に使用(電気・ガス等の公共料金の領収書、
消印のある郵便物、運転免許証など)

送付書類④ 保管場所申請の書類について



保管場所の主な補正内容



所在図の書き方について 地図の貼付けでも構いません。
※但し、GoogleMapは実線が不

鮮明に見えてしまう為、使用しな
いでください。



配置図の書き方について



委任状の書き方について

Ｄから始まる車両特定番号を記載



販社

○手続の進捗状況を確認し、納車
準備作業等が行える

○行政からの補正通知の有無も
確認可能

○登録日、登録番号、税手数料
の納付情報等の登録結果も
確認可能

共同利用システム

照会結果通知
（データ）

【本社・店舗スタッフ】

○共同利用システムとＯＳＳシステムとの
連携によって手続の進捗状況や登録結果
通知などの情報を取得し販社に開示する

○情報はおよそ15分間隔で更新される

OSS システム

申請照会
（データ）

手続の進捗状況と登録結果通知等を確認できる

【行政機関】

・共同利用システムでは、販社へ案件毎の申請ステータス情報を提供するシステムを設け、手続の進捗
状況や登録結果通知等の情報を提供する。

・当該情報は、各社のパソコンで閲覧可能であり、本社、店舗において納車準備や顧客管理に活用する
ことができる。

【共同利用システム】



申請状況確認画面サンプル（申請データ検索）

参考）共同利用システム画面（申請状況確認）

申請IDを選択すると詳細表示 店舗の確認が可能

案件を絞って検索

対象手続きの選択

利用者登録をしたＩＤ及びパスワードを入力しログイン

申請代理人「自販連○○支部（略称）」と表示

進捗状況に応じたスタータスで検索



支局で登録して欲しい日を「登録審査依頼日」として指定して申請しておけば、当該日に登録審査
が行われ、補正がなければ登録される仕組みがある。

11月23日がお客様の納車希望
日だから11月21日に登録希望

申請入力

共同利用シ
ステム

審査開始依頼

ＯＳＳ

登録審査依頼日（11月21日）を
入力

11月21日に審査開始依頼の指示
をシステムがＯＳＳへ自動で送る

登
録
（
11
月
21
日
）

代行センター

依頼

支局での審査を希望する日を指定できる機能

支局登録官は、決裁対象の案件
のみ審査し、登録を行う

各ディーラー

登録審査依頼日の設定や修正は、販社側からの依頼を受けた支部が行うので、支部
の担当者にお問い合わせ下さい。



登録完了分について

費用の内訳を登録完了日
に完了通知書として配送
便にて送付致します。

※領収書は電子納付の為
発行されません。



①登録代行料 1,080円（税込）【従来通り】

②車庫代行料
2,160円（税込）【従来より－1,000円】
[車庫代行料ＯＳＳ共同利用システム利用料 47円含む]

③保管場所申請費用
（県警支払分）

2750円（税込） 【従来通り】
保管場所審査手数料 2,200円
保管場所標章交付 550円

合計５,９９０円
※ＯＳＳ申請の場合 紙申請時と比較すると検査登録手数料
が６００円減額となります。

ＯＳＳ新車新規申請にかかる費用



まとめ

•新車新規のＯＳＳ申請に於いては新たに車両特定番号・所有者、使
用者の電話番号の提供が必要となります。

•重量税・手数料の印紙購入依頼書は不要になります。

•自動車２税の領収証が発行されません。

※ 登録代行センターが発行する登録完了通知書で代納金の支払

状況をご確認いただきます。



END


